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2025 年 10 月 30 日 

各  位 

東 京 都 港 区 赤 坂 五 丁 目 ３ 番 １ 号  

イ ー ・ ギ ャ ラ ン テ ィ 株 式 会 社 

代 表 取 締 役 社 長  江 藤  公 則 

(コ ー ド 番 号 8 7 7 1  東 証 プ ラ イ ム ) 

 問 合 せ 先 ： 常 務 取 締 役  邨 井  望 

電 話 番 号 ： （ 0 3 ） 6 3 2 7 - 3 6 0 9  

 

自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 

（会社法第 165条第 2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得） 

 

当社は、2025年10月30日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替え

て適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決定いたしましたので、

下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 自己株式の取得を行う理由 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と認識し、2025 年５月 28 日付公表

の「株主還元方針の変更に関するお知らせ」に記載のとおり、配当性向 50％以上を目標とし

たうえで、増配もしくは配当の維持を行う累進配当を継続して実施するとともに、更なる株主

還元の強化と資本効率向上を目的として継続的かつ機動的な自己株取得を行うべく、2028 年

３月期末までの間に 100 億円の自己株式取得を目指しております。 

2025 年 10 月 14 日公表の「自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ」に記載の

通り、2025 年 10 月９日をもって 2025 年５月 28 日開催の取締役会決議による自己株式の取

得は終了しましたが、上記方針に基づき更なる株主還元の強化と資本効率向上を図るべく、継

続的かつ機動的に自己株式を取得することを目的として追加で自己株式の取得を行うことを

本日開催の取締役会で決議いたしました。 

 

2. 取得に係る事項の内容 

(1) 取得対象株式の種類  普通株式 

(2) 取得し得る株式の総数  300 万株（上限） 

（発行済株式総数（自己株式を除く。）に対する割合 6.52％） 
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(3) 株式の取得価額の総額  30 億円（上限） 

(4) 取得期間           2025 年 11 月７日から 2026 年３月 31 日まで 

(5) 取得方法         東京証券取引所における市場買付け  

 

（ご参考） 

2025 年９月 30 日時点の自己株式の保有状況 

発行済株式総数（自己株式を除く。） 46,142,867 株 

自己株式数                1,786,033 株 

 

以 上 


